1　マンション管理とは

(1) 管理業務
　集合住宅であるマンションは、その建物や敷地、付属施設、設備等の維持管理を、区分所有者の全員で構成する管理組合が実施していく必要があります。
　一般的に必要な管理業務は次に掲げるものとなります。
　①　管理組合の会計事務(出納、積立金、口座管理、帳簿整理等)
　②　マンションの共用部分の維持修繕の計画策定・実施
　③　理事会、総会の開催(議案、議事録、開催通知等)
　④　管理員の設置、監督
　⑤　日常清掃、定期清掃
　⑥　建物及び設備の点検、管理(エレベーター、給排水、電気、消防防災等)

(2) 管理方式(全部委託・一部委託・自主管理)
　各管理組合は、上記の業務を管理業者に「全部委託」若しくは「一部委託」する方式又は管理業者には委託せず「自主管理」する方式によって管理・運営を行います。
　方式により・管理組合の負担の軽重・緊急時の対応の可否・管理費用の高低・管理組合員の管理に対する意識の強弱等のメリット・デメリットがありますので、管理組合として最も望ましい方式を検討することが大切です。
　なお、管理業者に委託した業務について改善要望等が生じた場合は、管理組合の執行機関である理事会(長)から管理業者に申し入れることとなります。(例えば、管理員に対して区分所有者個人から直接要望等をすることはできません。)
　(国土交通省の「令和5年度マンション総合調査結果」では約73%のマンションが「全部委託」、約13%が「一部委託」、約5%が「自主管理」となっています。)

(3) 外部専門家等による管理組合運営方式
　(2)で示した管理組合業務の「全部委託」「一部委託」とは別に、管理組合自体の機能・業務を外部専門家に委託する方式があります。(理事長を管理者とすることを定めている管理規約を変更する必要があります。)
この方式では、外部専門家が理事会役員や管理者に就任することになりますので、当該役員・管理者の選任や業務の監視を適切に行う必要があります。
　また、近年高齢化等による管理組合役員の担い手不足を背景に管理業者が管理者に選任される方式が出現しています。このパターンでは、管理業者自ら工事等の受発注者となる場合があるなど、管理組合と管理業者との利益相反の発生、管理業者に支払うコストの増大、管理に対して区分所有者が無関心となる等の重大な問題が懸念されているところです。
